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(57)【要約】
【課題】着用体に取り付けられる胸部プロテクタにおい
て、保護性能を確保しつつ、着用体及び胸部プロテクタ
の前部をはだけさせて容易に涼を取れるようにする。
【解決手段】身体着用体の裏面側に着脱可能に取り付け
られる胸部プロテクタ３において、胸部プロテクタ３は
、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒよりなり、左右側シェル
３６Ｌ、３６Ｒは、分離可能に嵌合される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体着用体の裏面側に着脱可能に取り付けられる胸部プロテクタにおいて、前記胸部プ
ロテクタは、左右部材よりなり、当該左右部材は、分離可能に嵌合される嵌合部を相互に
有することを特徴とする胸部プロテクタ。
【請求項２】
　左右各部材の嵌合部には、相互に前方からの押圧に対抗する制止部を有することを特徴
とする請求項１記載の胸部プロテクタ。
【請求項３】
　前記左右嵌合部は、複数の突出部よりなり、左右の突出部が交互に配列されて嵌合され
ることを特徴とする請求項１または２記載の胸部プロテクタ。
【請求項４】
　前記左右の突出部は、相互に相手側の前面側に延び、該前面側の凹部に係合する突起を
有することを特徴とする請求項３記載の胸部プロテクタ。
【請求項５】
　前記左右嵌合部は、前後に重なり合う左右いずれか一側の外側突出部および他側の内側
突出部よりなり、外側突出部の基部に内側突出部の内側に延在する延在部を有することを
特徴とする請求項１または２記載の胸部プロテクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体着用体に取り付けられる胸部プロテクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、着用者の上半身に着用されるチョッキ型着用体に、着用者の胸部及び上腹部を覆
う一枚の前側シェル（胸部プロテクタ）を取り付けて構成したサポーターが知られている
（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－３５００９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述のサポーターにおいては、着用者の胸部及び上腹部を一枚の上記前側シェルにより
覆うため、保護性能に優れていた。ところで、着用者は、例えば休憩時等の際に、上記チ
ョッキ型着用体の前部を開いてはだけさせて涼を取りたい場合があるが、上記のサポータ
ーでは、着用者の胸部及び上腹部を一枚の前側シェルが覆っていたため、前部を開くこと
ができず、涼を取りにくかった。
【０００４】
　そこで、本発明は、着用体に取り付けられる胸部プロテクタにおいて、保護性能を確保
しつつ、着用体及び胸部プロテクタの前部をはだけさせて容易に涼を取れるようにするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述課題を解決するため、本発明は、身体着用体の裏面側に着脱可能に取り付けられる
胸部プロテクタにおいて、前記胸部プロテクタは、左右部材よりなり、当該左右部材は、
分離可能に嵌合される嵌合部を相互に有することを特徴とする胸部プロテクタを提供する
。
　この構成によれば、胸部プロテクタを保護部材として使用する際には、一枚の胸部プロ
テクタとして胸部の広い範囲を覆うことができ、胸部プロテクタを分離させたい場合には
、左部材と右部材との嵌合を解除するだけで胸部プロテクタを分離できる。これにより、
着用者は、胸部プロテクタにより胸部の広い範囲を覆い、高い保護性能を確保できるとと
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もに、前部をはだけさせたい場合には、胸部プロテクタを分離し、着用体及び胸部プロテ
クタの前部をはだけさせて容易に涼を取ることができる。
【０００６】
　また、上記構成において、左右各部材の嵌合部には、相互に前方からの押圧に対抗する
制止部を有する構成としても良い。
　この構成によれば、左部材及び右部材の各々が備える制止部により、胸部プロテクタの
前方からの押圧に対抗できる。このため、胸部プロテクタを分割できる構造とした場合に
おいても前方からの押圧を受け止めることができ、高い保護性能を得られる。
【０００７】
　また、前記左右嵌合部は、複数の突出部よりなり、左右の突出部が交互に配列されて嵌
合されても良い。
　この場合、左部材と右部材とは、複数の突出部どうしが交互に並ぶように嵌合するため
、複数の突出部に応力を分散できるとともに左右部材の嵌合部にかかる応力を均一化でき
、前方からの押圧に対して必要な剛性及び強度を確保できる。
【０００８】
　また、前記左右の突出部は、相手側の前面側に延び、該前面側の凹部に係合する突起を
有しても良い。
　この場合、胸部プロテクタの前方からの押圧に対し、左部材及び右部材の各々における
相手側の前面に延びる突出部が、左部材及び右部材の前面を互いに支持するため、前方か
らの押圧を受け止めることができる。一方、胸部プロテクタの背面からの押圧に対しては
、突出部は左部材及び右部材の前面を互いに支持しないため、胸部プロテクタを背面から
押圧することにより嵌合を解除し、容易に涼を取ることができる。また、突出部に形成さ
れた突起が、相手側の前面側に形成された凹部に係合するため、胸部プロテクタを左右方
向に分離する力に抗することができる。これにより、意図せずに左右部材の嵌合が解除さ
れて胸部プロテクタが左右方向に分離することを防止できる。
【０００９】
　さらに、前記左右嵌合部は、前後に重なり合う左右いずれか一側の外側突出部および他
側の内側突出部よりなり、外側突出部の基部に内側突出部の内側に延在する延在部を有し
ても良い。
　この場合、胸部プロテクタの前方からの押圧に対し、外側突出部が内側突出部の前面側
を支持し、内側突出部が外側突出部の延在部を支持し、外側突出部と内側突出部とが互い
に支持し合うため、前方からの押圧を受け止めることができる。一方、胸部プロテクタの
背面からの押圧に対しては、外側突出部は内側突出部の前面側から外れ、内側突出部は延
在部から外れるため、胸部プロテクタを背面から押圧することにより嵌合を解除し、容易
に涼を取ることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る胸部プロテクタでは、着用者は、胸部プロテクタにより胸部の広い範囲を
覆い、高い保護性能を確保できるとともに、前部をはだけさせたい場合には、胸部プロテ
クタを分離し、着用体及び胸部プロテクタの前部をはだけさせて容易に涼を取ることがで
きる。
　また、胸部プロテクタを分割できる構造とした場合においても、制止部により、前方か
らの押圧を受け止めることができ、高い保護性能を得られる。
　また、複数の突出部に応力を分散できるとともに左右部材の嵌合部にかかる応力を均一
化でき、前方からの押圧に対して必要な剛性及び強度を確保できる。
【００１１】
　さらに、相手側の前面に延びる突出部が、左部材及び右部材の前面を互いに支持するた
め、前方からの押圧を受け止めることができる。一方、背面からの押圧に対しては、突出
部は左部材及び右部材の前面を互いに支持しないため、胸部プロテクタを背面から押圧す
ることにより嵌合を解除し、容易に涼を取ることができる。また、突出部に形成された突
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起が、相手側の凹部に係合するため、胸部プロテクタを左右方向に分離する力に抗するこ
とができ、意図せずに左右部材の嵌合が解除されて胸部プロテクタが左右方向に分離する
ことを防止できる。
　また、外側突出部が内側突出部の前面側を支持し、内側突出部が外側突出部の延在部を
支持し、外側突出部と内側突出部とが互いに支持し合うため、前方からの押圧を受け止め
ることができる。一方、背面からの押圧に対しては、外側突出部は内側突出部の前面側か
ら外れ、内側突出部は延在部から外れるため、胸部プロテクタを背面から押圧することに
より嵌合を解除し、容易に涼を取ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を添付の図面を参照しながら説明する。本明細書で上下、前
後、左右は、着用者から見た上下、前後、左右を基準にしたものとする。
［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る保護用身体着用体（以下、単に保護用着用体
という。）を着用状態で示す斜視図である。
　保護用着用体１は、着用者の上半身を保護するために用いられ、本実施の形態では、自
動二輪車の運転者の上半身に着用されている。
　保護用着用体１は、チョッキ型の着用体２を有し、チョッキ型の着用体２に、着用者の
前身側を覆う胸部プロテクタ３、着用者の後身側を覆う背面プロテクタ４、着用者のベル
ト２０に巻き掛けられるベルトホルダ５、及び、着用者の腰部に巻き掛けられる調整ベル
ト６を備えて構成される。
【００１３】
　着用体２は、着用者の胸部側に接する前身頃７と着用者の背中側に接する後身頃８とを
、着用者の肩部近傍の連結部９で連結し、連結部９の中央に着用者の首が通る襟部１０を
設けてチョッキ型に構成されている。また、前身頃７の中央には、襟部１０の下部から前
身頃７の下部まで連続して前身頃７を左右に分割する開閉部１１が形成され、前身頃７は
、左側部分７Ｌと右側部分７Ｒとに分割されている。開閉部１１には、左側部分７Ｌと右
側部分７Ｒとを開閉自在に連結するスライドファスナー１２が設けられている。
　着用体２は、通気性を有するメッシュ状の生地２ａにより構成されている。そして、前
身頃７、後身頃８、開閉部１１、及び、襟部１０の縁部には、全周に亘って縁帯１３が設
けられている。縁帯１３は、生地２ａの表裏に連続して接するように二つ折りされて縁部
に縫着されている。
【００１４】
　ベルトホルダ５は、帯状に形成され、左側部分７Ｌ及び右側部分７Ｒにそれぞれ設けら
れている。ベルトホルダ５の一端は、左側部分７Ｌ及び右側部分７Ｒの下部に設けられ、
その他端は移動自在な自由端となっている。これらベルトホルダ５の前面側には、止着機
能を有する面ファスナー１４が設けられている。着用者は、面ファスナー１４を着用者の
ベルト２０に巻きかけて折り返し、その他端側をベルトホルダ５の長手方向の任意の位置
に着脱可能に連結できる。これにより、着用体２は、その上下の位置を着用者が調整自在
なように構成されている。
【００１５】
　また、帯状の調整ベルト６は、後身頃８の下部における幅方向の両端にそれぞれ設けら
れ、これに対応して、前身頃７の幅方向の両端には、調整ベルト６と連結可能な止めベル
ト１５がそれぞれ設けられている。調整ベルト６の端には、止めベルト１５と連結される
バックル１６が設けられており、バックル１６は、調整ベルト６の長手方向における位置
を調整自在に構成されている。これにより、着用者は、着用体２の着用状態を着用者の胴
回りに合わせて調整できる。
【００１６】
　上記背面プロテクタ４は、後身頃８の幅方向に延在する複数の板材４Ａに分割され、各
板材４Ａは、後身頃８において着用者と後身頃８との間、すなわち、後身頃８の裏面側に
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ホック４Ｂを介して取り付けられる。
【００１７】
　上記胸部プロテクタ３は、前身頃７において着用者と前身頃７との間、すなわち、前身
頃７の裏面側に取り付けられる。
　図２は、胸部プロテクタ３を前面側から見た斜視図である。図３は、胸部プロテクタ３
を後面側から見た斜視図である。胸部プロテクタ３は、着用者の胸部及び上腹部を覆う形
状を有する保護部材であり、その上部３１により胸部を覆い、その下部３２により上腹部
を覆うように構成されている。図１～図３に示すように、胸部プロテクタ３の下部３２に
は、着用者の脇腹まで回り込むように上部３１よりも幅広の脇部３３が形成され、着用時
において着用者の脇腹まで覆うことができる。また、胸部プロテクタ３は、その前面側が
凸状の曲面となるように湾曲して形成され、着用者の胸部及び上腹部にフィットし易い形
状に形成されている。
【００１８】
　胸部プロテクタ３は、図２及び図３に示すように、幅方向の中央で左右に分割された左
側シェル（左部材）３６Ｌと右側シェル（右部材）３６Ｒとを備えて構成される。左右側
シェル３６Ｌ、３６Ｒは、共に硬質の合成樹脂、例えば、ポリプロピレン樹脂を成型材料
として中空状にブロー成型法等により成型されている。相互の結合部には、左嵌合部３７
Ｌと右嵌合部３７Ｒとを備え、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒは、結合及び分離が可能に構
成されている。左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの分割位置は、着用体２の開閉部１１に重な
っており、着用者の胸部における左右の略中央で分割される。
【００１９】
　左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの各々の上端、下端及び脇部３３には、雌ホック３８が複
数固定され、各雌ホック３８は、着用体２の雄ホック１７（図１）と係合する。上記雌ホ
ック３８は、雄ホック１７と対応した位置に設けられ、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの各
々の上端及び下端では、２列に形成され、脇部３３では、各１個が形成されている。そし
て、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒは、雄ホック１７と雌ホック３８とが係合されることで
、着用体２の裏面側に取り付けられる。左側シェル３６Ｌは左側部分７Ｌに取り付けられ
、右側シェル３６Ｒは右側部分７Ｒに取り付けられる。また、着用者は、左右側シェル３
６Ｌ、３６Ｒを取り付ける位置を、上下方向に３個並んだ雄ホック１７の各位置から選択
することができ、胸部プロテクタ３の上下方向の取り付け位置を調整できる。さらに、雄
ホック１７は、雌ホック３８に押し込むだけで係合でき、この係合を解除する際は雄ホッ
ク１７を雌ホック３８から引っ張るようにして解除できる。このため、左右側シェル３６
Ｌ、３６Ｒを着用体２に容易に着脱できる。また、雄ホック１７は、メッシュ状の生地２
ａに縫着された基布１８を介して取り付けられており、取り付け強度が確保されている。
【００２０】
　さらに、胸部プロテクタ３には、上部３１から下部３２にかけて、胸部プロテクタ３の
幅方向に延びる長孔状の通気孔３４が、横並びに、しかも上下に多列に複数形成され、涼
がとれるようになっている。また、通気孔３４は、脇部３３にも形成されている。この通
気孔３４は、胸部プロテクタ３を表面側から見たときに、長孔状であり、その裏面側から
見たときには、通気孔３４の中央側の端部が、長手方向に、胸部プロテクタ３の表面側か
ら裏面側にかけてテーパ状に徐々に孔の長手方向の大きさを広げるように形成されている
。この構成により、広い範囲に亘って涼をとることができる。
【００２１】
　図４は、図２において左側シェル３６ＬをＡ－Ａ線で切断した断面図である。
　雌ホック３８は、胸部プロテクタ３の前面側及び後面側の両側から一段窪んで形成され
た座面３９を有し、座面３９には、雄ホック１７が係合する孔４０が形成されている。ま
た、左嵌合部３７Ｌ及び雌ホック３８の近傍は、中空に形成されている。胸部プロテクタ
３は、このように全体的に中空に形成されており、重量の増加を抑えながら外部の力に対
し適切な剛性を確保しかつ、適度に変形可能であるため、外部の力を効果的に受け止める
ことができる。
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【００２２】
　左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒは、図５に示すように、上下方向に交互に並んだ突出部４１
Ｌ、４１Ｒと、相手側の突出部を受ける受け部（制止部）４２Ｌ、４２Ｒとを備えて構成
される。突出部４１Ｌ、４１Ｒは、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒを嵌合させた状態におい
て交互に噛み合うように配列されており、左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒの前面側は、突出部
４１Ｌ、４１Ｒによってほぼ隙間無く埋められている。
　さらに、突出部４１Ｌ、４１Ｒの先端と受け部４２の端との間には、距離Ｘで示される
遊びが設けられ、隣接する突出部４１Ｌ、４１Ｒ間には、距離Ｙで示される遊びが設けら
れ、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒを容易に嵌合させることができる。ここで、距離Ｙは、
距離Ｘの２倍程度の大きさに設定されている。
【００２３】
　左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒは、図６に示すように、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの分割
位置に沿って形成され、互いに相手側の前面に延びる突出部４１Ｌ、４１Ｒを有している
。すなわち、左側シェル３６Ｌの突出部４１Ｌは、右嵌合部３７Ｒの係止面に形成された
受け部４２Ｒへ延び、一方、右側シェル３６Ｒの突出部４１Ｒは、左嵌合部３７Ｌの係止
面に形成された受け部４２Ｌへ延びている。
　また、突出部４１Ｌ、４１Ｒは、それぞれの相手側に延びるに連れて先細りに正面視で
台形状に形成され、受け部４２Ｌ、４２Ｒは、この先細りの形状に対応して突出部４１Ｌ
、４１Ｒを係止可能な形状に形成されている。
【００２４】
　突出部４１Ｌ、４１Ｒは、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの表面上から一段突出している
。相手側に延びる突出部４１Ｌ、４１Ｒの先端には突起４４が形成され、突起４４は、受
け部４２Ｌ、４２Ｒにおける各々の係止面の奥に形成された凹部４３に係合自在である。
この凹部４３は、上下方向に複数並ぶ受け部４２Ｌ、４２Ｒにおいて、突出部４１Ｌ、４
１Ｒの基端部の近傍で上下に延在する長穴状に形成されている。
【００２５】
　図７は、図５において左右側シェル３６Ｌ、３６ＲをＢ－Ｂ線で切断した断面図である
。
　左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒが嵌合した状態では、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒがそれぞ
れ有する突出部４１Ｌ、４１Ｒは、対応する受け部４２Ｌ、４２Ｒに嵌合するとともに、
各突起４４が各凹部４３に係合している。このように、突起４４が凹部４３に係合してい
るため、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒを左右方向に分離しようとする力に抗することがで
き、胸部プロテクタ３が意図せず分離されることを防止できる。
　受け部４２Ｒの先端は先細りの曲面形状に形成され、この曲面形状が嵌合する突出部４
１Ｌの内側面は、この曲面形状に合わせて曲面に形成されている。また、突出部４１Ｌ及
び受け部４２Ｒは、中空部５０を有している。突出部４１Ｌの中空部５０は、左側シェル
３６Ｌの中空部５１と連通しており、突起４４まで延在している。これにより、突出部４
１Ｌの適切な剛性を確保し、軽量化を図っている。
　なお、図７では、受け部４２Ｒに突出部４１Ｌが嵌合する断面を示しているが、受け部
４２Ｌに突出部４１Ｒが嵌合する断面においては、胸部プロテクタ３の幅方向の中心位置
を基準にして図５におけるＢ－Ｂ線の断面と対称に構成されている。
【００２６】
　次に、胸部プロテクタ３の着用方法について説明する。
　着用方法の一例として、まず、着用者は、分離した状態の左側シェル３６Ｌ及び右側シ
ェル３６Ｒをそれぞれ着用体２に取り付け、スライドファスナー１２を開き、前身頃７と
後身頃８との間に腕を通すことで、着用体２を羽織ることができる。その後、左側シェル
３６Ｌと右側シェル３６Ｒとを嵌合させ、スライドファスナー１２を閉じ、ベルトホルダ
５及び調整ベルト６により固定することで、胸部プロテクタ３が取り付けられた着用体２
を適切に着用できる。
【００２７】
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　すなわち、着用者の胸部及び脇腹を含む上腹部の広範囲を一枚の胸部プロテクタ３によ
り覆う構成の保護用着用体１において、胸部プロテクタ３が左右に分離可能であるため、
開閉部１１を開いて保護用着用体１を羽織ることができ、容易に保護用着用体１を着用す
ることが可能である。このため、脇腹までを覆う湾曲した形状の胸部プロテクタ３であっ
ても容易に着用できる。また、着用者が胸部プロテクタ３を取り外したい場合には、スラ
イドファスナー１２を開いた後、胸部プロテクタ３を左右に分離し、保護用着用体１を脱
ぐこと無く開閉部１１から胸部プロテクタ３を簡単に取り外すことができる。
　さらに、他の着用方法として、着用者は、胸部プロテクタ３が取り付けられスライドフ
ァスナー１２が閉じた状態の着用体２を、被るようにして羽織ることができる。次いで、
ベルトホルダ５及び調整ベルト６により固定することで、着用者は、胸部プロテクタ３が
取り付けられた着用体２を適切に着用できる。
【００２８】
　そして、保護用着用体１の着用者が、例えば、休憩時等に保護用着用体１の前部をはだ
けさせて涼を取りたい場合には、スライドファスナー１２を開くとともに、胸部プロテク
タ３を左側シェル３６Ｌと右側シェル３６Ｒとに分離させることで前部を容易にはだけさ
せることができるため、容易に涼を取ることができる。
【００２９】
　ここで、胸部プロテクタ３に外部からの力が働いた場合における胸部プロテクタ３の機
能について説明する。
　胸部プロテクタ３が着用体２を介して着用者に着用された状態において、図７に矢印Ｆ
で示すように胸部プロテクタ３の前方から力が働いた場合、胸部プロテクタ３には、左右
嵌合部３７Ｌ、３７Ｒを中心として胸部プロテクタ３の左右端を前方方向に折り曲げよう
とする力が作用する。この場合、突出部４１Ｌが受け部４２Ｒに当接するとともに、突出
部４１Ｒが受け部４２Ｌに当接し、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒが互いに支持し合うため
、胸部プロテクタ３は前方からの力に対して対抗することができる。すなわち、突出部４
１Ｌ、４１Ｒを受ける受け部４２Ｌ、４２Ｒは相互に前方からの押圧に対抗する制止部と
して機能している。これにより、胸部プロテクタ３は、左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒで左右
に分離可能であるとともに、前方からの押圧に対抗可能な高い保護性能が得られる構成を
実現している。また、胸部プロテクタ３は、左右に分離可能でありながら、左右嵌合部３
７Ｌ、３７Ｒにおいて切れ目無く連結されるため、広い範囲を保護でき、保護性能が高い
。
【００３０】
　さらに、図７に矢印Ｇで示すように胸部プロテクタ３の後方から力が働いた場合、胸部
プロテクタ３には、左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒを中心として胸部プロテクタ３の左右端を
後方向に折り曲げようとする力が作用する。この場合、突出部４１Ｌ、４１Ｒは、相手側
の受け部４２Ｌ、４２Ｒを支持せず、受け部４２Ｌ、４２Ｒから離れていくこととなる。
これにより、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの嵌合は解除され、胸部プロテクタ３を左右に
分離できる。従って、着用者が胸部プロテクタ３を分離したい場合には、胸部プロテクタ
３を後方向に折り曲げれば良い。
【００３１】
　以上説明したように、本発明を適用した第１の実施の形態によれば、胸部プロテクタ３
を保護部材として使用する際には、一枚の胸部プロテクタ３として胸部及び上腹部の広い
範囲を覆うことができ、胸部プロテクタ３を分離させたい場合には、左側シェル３６Ｌと
右側シェル３６Ｒとの嵌合を解除するだけで分離できる。これにより、着用者は、胸部プ
ロテクタ３により胸部及び上腹部の広い範囲を覆い、高い保護性能を確保できるとともに
、前部をはだけさせたい場合には、胸部プロテクタ３を分離し、着用体２及び胸部プロテ
クタ３の前部をはだけさせて容易に涼を取ることができる。
【００３２】
　また、左側シェル３６Ｌ及び右側シェル３６Ｒの各々が備える受け部（制止部）４２Ｌ
、４２Ｒにより、胸部プロテクタ３の前方からの押圧に対抗できる。このため、胸部プロ
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テクタ３を分割できる構造とした場合においても前方からの押圧を受け止めることができ
、高い保護性能を得られる。
　また、左側シェル３６Ｌと右側シェル３６Ｒとは、複数の突出部４１Ｌ、４１Ｒどうし
が交互に並ぶように嵌合するため、複数の突出部４１Ｌ、４１Ｒに応力を分散できるとと
もに左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒにかかる応力を均一化でき、前方からの押圧に対して必要
な剛性及び強度を確保できる。
【００３３】
　さらに、胸部プロテクタ３の前方からの押圧に対し、相手側の受け部４２Ｌ、４２Ｒに
延びる突出部４１Ｌ、４１Ｒが、受け部４２Ｌ、４２Ｒを互いに支持するため、前方から
の押圧を受け止めることができる。一方、胸部プロテクタ３の背面からの押圧に対しては
、突出部４１Ｌ、４１Ｒが受け部４２Ｌ、４２Ｒを互いに支持しないため、胸部プロテク
タ３を背面から押圧することにより嵌合を解除し、着用体２及び胸部プロテクタ３の前部
をはだけさせて容易に涼を取ることができる。また、突出部４１Ｌ、４１Ｒに形成された
突起４４が、相手側の受け部４２Ｌ、４２Ｒに形成された凹部４３に係合するため、胸部
プロテクタ３を左右方向に分離する力に抗することができる。これにより、意図せずに左
右側シェル３６Ｌ、３６Ｒの嵌合が解除されて胸部プロテクタ３が左右方向に分離するこ
とを防止できる。
【００３４】
　なお、上記第１の実施の形態は本発明を適用した一態様を示すものであって、本発明は
上記実施の形態に限定されない。
　例えば、上記第１の実施の形態では、着用体２は、チョッキ型であるものとして説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、長袖や半袖のいわゆるジャケッ
ト型であっても良い。この場合、前部の開閉部を閉じた状態で被るようにして着用するこ
とが困難なジャケット型の着用体において、開閉部を開くとともに胸部プロテクタ３を分
離し、左右の袖に腕を通すことで、胸部プロテクタ３が取り付けられた着用体を容易に着
用できる。
　また、上記第１の実施の形態では、胸部プロテクタ３は、着用者の胸部及び脇腹を含む
上腹部を覆うものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、
胸部プロテクタ３の上下方向の大きさを縮小し、胸部のみを覆うものとしても良く、或い
は、胸部プロテクタ３の上下方向の大きさを拡大し、さらに保護範囲を広げても良い。
【００３５】
　また、受け部４２Ｌ、４２Ｒが相互に前方からの押圧に対抗する制止部として機能する
ものとして説明したが、制止部は、これに限らず相互に前方からの押圧に対抗するもので
あれば良い。例えば、左嵌合部３７Ｌに右嵌合部３７Ｒ側に延びる突起を設け、この突起
が嵌合する鞘状の嵌合穴を右嵌合部３７Ｒに設けて左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒを嵌合する
構成としても良い。この構成によれば、前方からの押圧に対し、上記嵌合穴と上記突起と
が相互に支持し合い、制止部として機能するため、前方からの押圧に対抗できる。
　さらにまた、胸部プロテクタ３は、左側シェル３６Ｌと右側シェル３６Ｒとに分離され
るものとして説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、胸部プロテクタ３を三
分割し、左側シェル３６Ｌと右側シェル３６Ｒとの間に三つ目の中間部材を設けて、中間
部材の一側と左側シェル３６Ｌ、および中間部材の他側と右側シェル３６Ｒとを嵌合する
ようにしても良い。この場合、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒを分離する際には、上記中間
部材が、左右側シェル３６Ｌ、３６Ｒのいずれか一方に、その一部として残るように嵌合
させておけば良い。その他の保護用着用体１の細部構成についても任意に変更可能である
ことは勿論である。
【００３６】
［第２の実施の形態］
　この第２の実施の形態において、上記第１の実施の形態と同様に構成される部分につい
ては、同符号を付して説明を省略する。
　第２の実施の形態では、着用体２には、上記第１の実施の形態における胸部プロテクタ
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３に代えて、胸部プロテクタ１３０が取り付けられる。また、胸部プロテクタ１３０は、
左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒを備えて構成されている。第２の実施の形態で説明する
胸部プロテクタ１３０では、左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒが有する左右嵌合部１３７
Ｌ、１３７Ｒの構成が、第１の実施の形態の左右嵌合部３７Ｌ、３７Ｒと異なっている。
【００３７】
　図８は、胸部プロテクタ１３０を前面側から見た斜視図である。図９は、左右嵌合部１
３７Ｌ、１３７Ｒが嵌合した状態を示す正面図である。
　左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒは、胸部プロテクタ１３０の前後方向において、外側
突出部１４１と複数の内側突出部１５１とが前後に重なり合って嵌合されている。すなわ
ち、左右嵌合部１３７Ｌ、１３７Ｒは、前後に重なり合う外側突出部１４１と内側突出部
１５１とをそれぞれ備えている。ここでは、左嵌合部１３７Ｌに外側突出部１４１を、右
嵌合部１３７Ｒには内側突出部１５１を備える。
【００３８】
　図１０は、左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒを分離した状態を示す斜視図である。
　胸部プロテクタ１３０は、その幅方向の中央で左右に分割された左側シェル１３６Ｌと
右側シェル１３６Ｒとを備えて構成されている。左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒは、そ
れぞれが有する左嵌合部１３７Ｌと右嵌合部１３７Ｒとが互いに嵌合することで、結合及
び分離が可能に構成されている。この左右嵌合部１３７Ｌ、１３７Ｒは、左右側シェル１
３６Ｌ、１３６Ｒの分割位置に沿って形成されている。
【００３９】
　左嵌合部１３７Ｌに形成された外側突出部１４１は、相手側である右側シェル１３６Ｒ
の前面に形成された受け部（制止部）１４２へ延びている。外側突出部１４１は、上下方
向に延在する左嵌合部１３７Ｌの全体に亘って形成されている。
　右嵌合部１３７Ｒに形成された内側突出部１５１Ｒは、相手側である左側シェル１３６
Ｌの側へ延びている。内側突出部１５１は、上下方向に延在する右嵌合部１３７Ｒにおい
て、略等間隔をあけて複数配列されている。
【００４０】
　図１１は、図９において左右側シェル１３６Ｌ、１３６ＲをＣ－Ｃ線で切断した断面図
である。
　図９及び図１１に示すように、詳細には、外側突出部１４１が、胸部プロテクタ１３０
の前側から受け部１４２に嵌合し、内側突出部１５１が、胸部プロテクタ１３０の後面側
から内側突出部１５１の側に延在する延在部（制止部）１４６に嵌合している。この延在
部１４６は、外側突出部１４１の基端部に位置する基部１４５から内側突出部１５１の内
側に向けて延在している。また、図９に示すように延在部１４６は、略等間隔をあけて複
数配列された内側突出部１５１に対応して、略等間隔をあけて設けられている。すなわち
、延在部１４６は、内側突出部１５１が入り込む窪み１４７を構成している。
【００４１】
　また、図１１に示すように、外側突出部１４１は、左側シェル１３６Ｌの表面上から一
段突出している。外側突出部１４１の先端には、受け部１４２の前面に形成された凹部１
４３に係合する突起１４４が形成されている。これら凹部１４３及び突起１４４は、左右
嵌合部１３７Ｌ、１３７Ｒの長手方向に沿って連続して形成されている。このように、突
起１４４が凹部１４３に係合しているため、左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒを左右方向
に分離しようとする力に抗することができ、胸部プロテクタ１３０が意図せず分離される
ことを防止できる。
【００４２】
　ここで、胸部プロテクタ１３０に外部からの力が働いた場合における胸部プロテクタ１
３０の機能について説明する。
　胸部プロテクタ１３０が着用体２を介して着用者に着用された状態において、図１１に
矢印Ｈで示すように胸部プロテクタ１３０の前方から力が働いた場合、胸部プロテクタ１
３０には、左右嵌合部１３７Ｌ、１３７Ｒを中心として胸部プロテクタ１３０の左右端を
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前方方向に折り曲げようとする力が作用する。この場合、外側突出部１４１が受け部１４
２に当接し、内側突出部１５１が延在部１４６に当接し、左右側シェル１３６Ｌ、１３６
Ｒが互いに支持し合うため、胸部プロテクタ１３０は前方からの力に対して対抗すること
ができる。すなわち、受け部１４２及び延在部１４６は、相互に前方からの押圧に対抗す
る制止部として機能している。これにより、胸部プロテクタ１３０は、左右嵌合部１３７
Ｌ、１３７Ｒで左右に分離可能であるとともに、前方からの押圧に対抗可能な高い保護性
能が得られる構成を実現している。また、胸部プロテクタ１３０は、左右に分離可能であ
りながら、左右嵌合部１３７Ｌ、１３７Ｒにおいて切れ目無く連結されるため、広い範囲
を保護でき、保護性能が高い。
【００４３】
　さらに、図１１に矢印Ｉで示すように胸部プロテクタ１３０の後方から力が働いた場合
、胸部プロテクタ１３０には、左右嵌合部１３７Ｌ、１３７Ｒを中心として胸部プロテク
タ１３０の左右端を後方向に折り曲げようとする力が作用する。この場合、外側突出部１
４１は受け部１４２を支持せず、受け部１４２から離れ、内側突出部１５１は延在部１４
６から外れていくこととなる。これにより、左右側シェル１３６Ｌ、１３６Ｒの嵌合は解
除され、胸部プロテクタ１３０を左右に分離できる。従って、着用者が胸部プロテクタ１
３０を分離したい場合には、胸部プロテクタ１３０を後方向に折り曲げれば良い。
【００４４】
　以上説明したように、本発明を適用した第２の実施の形態によれば、外側突出部１４１
が内側突出部１５１の受け部１４２を支持し、内側突出部１５１が外側突出部１４１の延
在部１４６を支持し、外側突出部１４１と内側突出部１５１とが互いに支持し合うため、
前方からの押圧を受け止めることができる。一方、背面からの押圧に対しては、外側突出
部１４１は受け部１４２から外れ、内側突出部１５１は延在部１４６から外れるため、胸
部プロテクタ１３０を背面から押圧することにより嵌合を解除し、容易に涼を取ることが
できる。
【００４５】
　なお、上記第１及び第２の実施の形態は本発明を適用した一態様を示すものであって、
本発明は上記実施の形態に限定されない。
　例えば、上記第１の実施形態では、突出部４１Ｌ、４１Ｒや受部４２Ｌ、４２Ｒを中空
としたが、剛性と軽量化の調整等により、中空を有さないものや、中空の形状や場所が異
なるものであっても良い。上記第２の実施の形態では、左嵌合部１３７Ｌが外側突出部１
４１を有し、右嵌合部１３７Ｒが、内側突出部１５１を有するものとして説明したが、こ
れに限らず、左右いずれか一側が外側突出部１４１を有し、他側が内側突出部１５１を有
すれば良く、左嵌合部１３７Ｌが内側突出部１５１を有し、右嵌合部１３７Ｒが、外側突
出部１４１を有するようにしても良い。また、第２の実施の形態の嵌合部を有して、第１
の実施のように左右で複数の突出部を設け、外側突出部と内側突出部とが左右で交互に入
れ代わる配列で嵌合されるものであっても良い。
　その他の細部構成についても任意に変更可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る保護用着用体を着用状態で示す斜視図である。
【図２】胸部プロテクタを前面側から見た斜視図である。
【図３】胸部プロテクタを後面側から見た斜視図である。
【図４】図２において左側シェルをＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図５】左右嵌合部が嵌合した状態を示す正面図である。
【図６】左右側シェルを分離した状態を示す斜視図である。
【図７】図５において左右側シェルをＢ－Ｂ線で切断した断面図である。
【図８】第２の実施の形態に係る胸部プロテクタを前面側から見た斜視図である。
【図９】左右嵌合部が嵌合した状態を示す正面図である。
【図１０】左右側シェルを分離した状態を示す斜視図である。
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【図１１】図９において左右側シェルをＣ－Ｃ線で切断した断面図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　保護用着用体
　２　着用体（身体着用体）
　３、１３０　胸部プロテクタ
　７　前身頃
　１１　開閉部
　１２　スライドファスナー
　１７　雄ホック
　３６Ｌ　左側シェル
　３６Ｒ　右側シェル
　３７Ｌ　左嵌合部
　３７Ｒ　右嵌合部
　３８　雌ホック
　４１Ｌ、４１Ｒ　突出部
　４２Ｌ、４２Ｒ　受け部（制止部）
　４３、１４３　凹部
　４４、１４４　突起
　１３６Ｌ　左側シェル
　１３６Ｒ　右側シェル
　１３７Ｌ　左嵌合部
　１３７Ｒ　右嵌合部
　１４１　外側突出部
　１４２　受け部（制止部）
　１４６　延在部（制止部）
　１５１　内側突出部
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